
第１～第４（略） 第１～第４（略）

（標準単価） （標準単価）

第 ５　標準単価とは、当該年度に用いる標準的な単価として、第４により算出した複合単価をいい、 第 ５　標準単価とは、当該年度に用いる標準的な単価として、第４により算出した複合単価をいい、

　　原則として３か月毎に改定するものとする。 　　原則として年度毎に改定するものとする。

第６～第８（略） 第６～第８（略）
附則 附則

１　この要領は、平成29年３月１日から適用する。 １　この要領は、平成29年３月１日から適用する。

２　この要領は、平成29年７月１日から適用する。 ２　この要領は、平成29年７月１日から適用する。
３　この要領は、平成29年10月１日から適用する。 ３　この要領は、平成29年10月１日から適用する。
４　この要領は、令和４年７月１日から適用する。 ４　この要領は、令和４年７月１日から適用する。
５　この要領は、令和５年８月１日から適用する。 （追加）
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新（改定後） 旧（改定前）

長野県建築工事積算要領


